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［Ⅰ］

［Ⅱ］

［Ⅲ］

株式会社は設立時や増資時に株式を発行するが、この場合、原則として株式を購入する株主から払い込まれた
額の全額を資本金とする。ただし、会社法の規定により、株主から払い込まれた金額を資本金にしなくとも良いこ
とが認められている。その場合、資本金としなくともよい最高額は株式の払込金額の1/2となり、資本金としな
かった部分は資本準備金で処理する。

借入金

2/15　現金 100,000

売掛金

2/10　現金 150,000

支払手形 120,000 支払手形 120,000

150,0002/10　売掛金 100,0002/15　借入金

支払利息 10,000 現金 10,000

貸倒引当金 6,000

簿記・会計

現金

(3) 貸倒引当金繰入 6,000

(2)

30,000租税公課

金額貸方科目金額借方科目

現金(1) 30,000


